
( 最終年度中間評価 年 )(様式５)終了事業後評価調書   ( 評価年度 年 ) 評価確定日( 年 月 日 ）

政策コード 政 策 名事業ｺｰﾄﾞ
施策コード 施 策 名

事 業 名
指標コード 施策目標(指標)名

(tel) 担当者名部 局 名 課 室 名 班名 担当課長名
 評　　価　　対　　象　　事　　業　　の　　内　　容 事業年度 年度 ～ 年度

５．前回評価における指摘事項等１－１．事業実施の背景（施策目標の達成のためになぜこの事業が必要であったのか）

①指摘事項

②指摘事項へ

の対応
１－２．外部環境の変化及び事業推進上又は完了後に明らかになった問題点

６．事業の内容
①事業概要及び推進状況

２．住民満足度の状況(事業終了後に把握したもの)
一般県民 （時期：受益者 年 月）①満足度を把握した対象

②満足度の把握方法
アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット
その他の手法 （具体的に )

③満足度の状況

②事業費等 単位（千円）

内　訳３．事業目的（どういう状態にしたかったのか） 当初計画事業費 最終事業費

４．目的達成のための方法

 ①事業の実施主体

 ②事業の対象者･団体

事業費計

国 庫 補 助 金 ③達成のための手段 財
源
内
訳

県　　　　　債

そ　　の　　他

一 般 財 源

③当初計画及び最終の事業費比較

最終事業費／当初計画事業費　=( )

令和01令和02 令和02 05 15

01 秋田の未来につながるふるさと定着回帰戦略0030401

03 結婚や出産、子育ての希望をかなえる全国トップレベルのサポート地域の子育て力向上事業
社会全体で子育ての安心を支える仕組みづくり04

あきた未来創造 次世代・女性活躍支援課 子育て支援班 1553 信田　真弓 菊地格夫

平成22 令和01

少子化が顕著な本県において、次代を担う子どもを産み育てやすい環境の整備が急務であり、社会全
体で子育て家庭を支えていく体制づくりとして、市町村や子育て支援団体のほか、企業等との協働に
より「地域の子育て力」を向上させる具体的な取組が必要である。

子育て家庭優待事業では、市町村と企業等との協働により、子育て家庭が協賛店舗で優待サービスが
受けられる「子育てふれあいカード」を、各市町村の窓口等で子育て家庭に平成２２年の事業開始か
ら毎年度約3,000枚配付するとともに、協賛店の新規登録は毎年着実に増え、令和元年度末の登録数
は1,841店となっている。また、平成29年度からは全国の協賛店で利用できるようにしたこともあり
、アンケート調査の結果では、子育て家庭の意識に改善の変化が見られるが、サービス内容の充実を
求める声があるなどのことからその充実・強化が課題となっている。

１．子育て家庭優待事業　○子育て家庭への優待カードの配付　毎年度約3,000枚　○優待カードを提示した子育て家庭に

対し、協賛店舗が独自に設定したサービスを提供　1,841店　○優待カードは平成29年4月から全国共通で利用可能��２．地

域子育て支援推進事業　○子ども・子育て支援推進県協議会（すくすく秋田ネット）の開催：各地区協議会事業に関する意

■ □ 見交換及び全県レベルでの調整等(県北、中央、県南の3地区)　○子ども・子育て支援推進地区協議会事業の実施（8地区）

��３．県の子育て支援WEBサイト「いっしょにねっと。」を通した関連施策や制度等の利用促進を図るためのＰＲ、子育て

支援イベントや情報の発信。　○子ども・子育て支援知事表彰：子ども・子育て支援活動計画を知事に提出し、積極的な活■ □ □ □
動を行っている団体を表彰。

□

子育て家庭を対象にしたアンケート（回答総数857件）において、カードの利用頻度の項目において
、利用する人の合計は80.8％と、利用したことがない人の割合18.6％を大きく上回り、全国の協賛店
で使用できるメリットへの声が聞かれ、当該事業への満足度は高い。

子育て家庭優待事業、地域子育て支援推進事　行政のみならず、地域住民や子育て支援団体・企業等が子育て家庭を積極的に支援し、子育て家庭
業       164,670が地域に支えられ、子育てしやすいと感じられる社会環境を構築する。       174,499

            0             0

            0            0

県             0             0

            0             0

子育て家庭、企業・店舗、子育て支援者、ＮＰＯ等       174,499       164,670

            0        6,533

            0            0○「あきた子育てふれあいカード」を配布し、協賛店舗が独自に設定した優待サービスを受けられる
      128,910取組を推進。○地域で活動する子育て支援団体等のネットワークを形成。○結婚・子育て応援情報ウ       111,891

ェブサイト「いっしょにねっと。」等における積極的な情報発信。　等        35,760       56,075

0 . 9 4



７．事業の効果及び課題の改善状況
所管課の評価

評価結果
住民満足度の状況 a c b 

【ｂ又はｃの場合の分析】

A有
効
性
の
観
点

B
適用の可否事業の効果 可 不可

a 達成率100％以上 c 達成率80％未満b 達成率80％以上100％未満
８．事業の効果を把握するための手法及び効果の見込み C【ｂ又はｃの場合の理由】

指標名 指標の種類

成果指標
指標式

業績指標

①年度別の目標値（見込まれる効果） 低減目標指標 該当 非該当

指　標 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 全体
指
標
Ⅰ

目標a 評価結果事業の経済性の妥当性 適用の可否 可 不可
a 1.0～ c ～0.8実績b b 0.8～1.0

〔〕〔
A 1.0～

〕＝/効
率
性
の
観
点

②データ等の出典

【評価への適用不可、又はｂ、ｃの場合の理由】
B 0.8～

③把握する時期 翌年度 翌々年度 月当該年度中 月月 1.0

指標の種類指標名
C ～0.8

成果指標指標式
業績指標

低減目標指標①年度別の目標値（見込まれる効果） 該当 非該当
指
標
Ⅱ

B (概ね妥当である)A (妥当性が高い)年度 年度 全体 C (妥当性が低い)年度 年度 年度 年度 年度指　標
目標a

総
合
評
価

実績b

②データ等の出典

③把握する時期 当該年度中 月 翌年度 翌々年度 月月

◎指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法 評価結果の類似事業への反映状況等(対応方針)
①指標を設定することが出来なかった理由

政策評価委員会意見②成果(見込まれる効果)

子育て家庭優待事業では、事業開始から子育てふれあいカードは毎年度約3,000枚配付され、協賛店

舗登録数は1,841店となり、地域の店舗や企業等と協働し子育て家庭を応援する取組が着実に進んで ● ○ ○
いる。また、子ども・子育て支援推進地区協議会を中心に子育て支援団体等のネットワーク化・基盤

の強化が図られ、各地域で様々なイベントや交流が行われ毎年度約2,500人の子育て家庭が参加して

いる。��こうした社会全体で子育て家庭を支えていく体制づくりが進んだこともあり、少子化・子育

て施策等に関する調査では「子どもがのびのび育つ環境ではない」という県民意識が平成27年度調査
○では7.2％であったものが平成30年度調査では6.0％まで減少するなどしており、「地域の子育て力」

の向上に一定の効果をあげている。

●
● ○

○ ● ○
○

子育て家庭へサービスを提供する協賛店舗数の新規登録数は毎年着実に増えているものの、廃業等に子育て家庭へサービスを提供する協賛店舗数（累計）
より登録終了する店舗も同程度であることから、目標値に対する達成率は80％台で推移した。

○子育て家庭へサービスを提供する協賛店舗数（累計）��※年度末登録店舗数

●

○ ●

2 5 26 27 28 2 9 3 0 0 1

● ○                   2120                                   2,100      2,120     2,110

● ○○                   1841                         1,841               1,844      1,834

●当初計画時の効果事業終了後の効果ｂ／ａ                          87.8%  86.9%  86.8%  86.8%
1.1

最終事業費 当初計画事業費協賛申込店舗数（次世代・女性活躍支援課）、内閣府調査

○
指標Ⅰの判定：１．１３��指標Ⅱの判定：１．０４

○○● 0 3

ファミリー・サポート・センターの提供会員登録者数（人）（累計）
○

○ファミリー・サポート・センターの提供会員登録者数（人）（累計）��※依頼

●会員との重複者数を含む。

○ ●
○ ● ○2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 0 1

　子育て家庭優待事業や地域子育て支援推進事業等の実施により、市町村や子育て支援団体、企業等との協働により社会全                                             1,230      1,245      1,260          1260

体で子育て家庭を支えていく体制づくりが進み、地域の子育て力が向上した。今後は、オール秋田で子育てを支える地域づ                         1,191      1,054      1,003          1003                    
くりを推進するために、事業を見直し、子育て家庭を社会で支える気運醸成事業として取り組んでいく。

       96.8%  84.7%  79.6%                   79.6%ｂ／ａ

市町村子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書等

● ○○ 0 4



( )

終了事業事後評価判定点検表

(１)各評価項目の判定基準

１
次

２
次

配
点

判定基準 評価結果観 点 評価項目

住民満足度等を的確に把握しており、満足度もa 2
高い A:有効性は高い

一
(4点)住民満足度等を把握しているが、手法が的確で

住民満足度等の状 b 1
ない又は満足度が高くない

況
B:有効性はある

c 住民満足度等を把握していない 0
（1～3点)

ア有効性
a 2目標値に対する達成率が全て100%以上 C:有効性は低い

二
（0点)

事業目的の達成状 b ａ、ｃ以外の場合 1
況

c 目標値に対する達成率のいずれか一つが80%未満 ２次0 １次

計 4

A:効率性は高い当初計画時と事業終了後の事業効果を比較したa 2 （2点)値（注）が全て1.0以上一 B:効率性はある
（1点)事業の経済性の妥

b ａ、ｃ以外の場合 1 C:効率性は低い当性イ効率性 （0点)

当初計画時と事業終了後の事業効果を比較したc 0 ２次１次値のいずれか一つが0.8未満

計 2

（注）事業経済性の算定式

上式で、効果とは事業の効果を把握するために設定した指標の実績値をいう。なお累積の実績値を設定

している場合は、前年度からの差し引きによる「単年度増加分」を実績値として用います。

(２)総合評価の判定基準

総合評価総合評価の区分 判　定　基　準

全ての観点の評価結果が「Ａ」判定の場合Ａ (妥当性が高い)

総合評価結果が「Ａ」又は「Ｃ」以外の場合Ｂ (概ね妥当である)

全ての観点の評価結果が「Ｃ」判定の場合Ｃ (妥当性が低い)

地域の子育て力向上事業0 0 3 0 4 0 1

 （様式５－１）

2

1

B3

2

2 A

（事業終了後の効果／最終事業費） ／ （当初計画時の効果／当初計画時事業費）

B


